
防府市休日診療所運営委員会設置要綱 

平成１６年１月７日制定  

（目的） 

第１条 防府市休日診療所設置条例第２条に基づく、医療を必要とする疾病者

に対し効果的な医療対策の確立及び円滑な運営に資することを目的とする。 

 （組織） 

第２条 防府市休日診療所運営委員会（以下「運営委員会」という。）の委員は、

下記の団体等から推薦を受けた者をもって構成する。 

（１）一般社団法人防府医師会        ５人 

（２）一般社団法人防府歯科医師会      ２人 

（３）一般社団法人防府薬剤師会       ２人 

（４）山口県山口健康福祉センター      １人 

 （所掌事務） 

第３条 運営委員会は必要に応じ、次に掲げる事項を協議する。 

（１）休日診療所の運営に関すること 

（２）その他休日診療所の充実のために必要な事項に関すること 

 （役員） 

第４条 運営委員会に次の役員を置く。 

（１）会長    １人 

（２）副会長    １人 

（役員及び委員の選出） 

第５条 協議会の会長及び委員の任期は、次のとおりとする。 

（１）会長は、一般社団法人防府医師会から推薦を受けた者とする。 

（２）副会長は、一般社団法人防府薬剤師会から推薦を受けた者とする。 

（３）委員の任期は２年とし再任を妨げない。 

（４）補欠のため就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（役員の責務） 

第６条 会長はこの会務を総括し、会議の議長となる。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 （会議） 



第７条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

（会議の公開） 

第８条 会議は、原則として公開とする。ただし、特別な理由により非公開と

するときは、その理由を明らかにするものとする。 

 （庶務） 

第９条 運営委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会

長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年１月７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 


